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当社子会社に対する行政処分に関するお知らせとお詫び 

 

当社の連結子会社であります大新東株式会社は、本日（平成 22 年 11 月 29 日）、九州地方整備局よ

り指名停止処分を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 本件に関しまして、株主様、お客様をはじめ関係者の皆様方には、大変ご迷惑をおかけしましたこ

とを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．指名停止の期間 

  平成 22年 11月 29日～平成 23年 1月 9日（6週間） 

 

２．指名停止の措置・対象区域 

  九州地方整備局管内全域 

 

３．指名停止の対象 

  物品製造・役務 

 

４．指名停止の理由 

  当社の連結子会社であります大新東株式会社が受託した、山国川河川事務所発注の平成 21年度山

国川河川事務所車両管理業務において、当該車両管理業務に従事する車両管理員が、契約書に定め

る秘密の保持の条項に違反し、業務上知り得た秘密の情報を外部の第三者に漏洩したため。 

 

５．今後の対応 

当社グループといたしましては、この事態を厳粛かつ重大に受け止め、今後このような事態が再

び発生することがないよう、更なるコンプライアンス体制の強化を図るとともに一層の法令順守を

徹底し、信頼回復に努めてまいります。 

尚、当該行政処分による当社グループの業績（平成 23年 3月期）への影響は軽微であります。 

 

 

以 上 


